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令和元年第２回 江 差 町 議 会 定 例 会  

(第 １号 ) 

 

 

◎ 期日及び場所 
令和元年６月１３日（木） 午前１０時００分  江差町役場 議場 

 

◎ 議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会 期 の 決 定 

〔議 長 諸般の報告〕 

日程第 ３ 所管事務調査の報告について 

日程第 ４ 閉会中の継続調査の申し出について       〔町 長  行政報告〕 

日程第 ５ 一 般 質 問 
 

日程第 ６ 承認第 １号 江差町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求

めることについて 

日程第 ７ 承認第 ２号 江差町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分

の承認を求めることについて 

日程第 ８ 承認第 ３号 平成３０年度江差町一般会計補正予算（第１０号）の専決処分

の承認を求めることについて 

日程第 ９ 承認第 ４号 平成３１年度江差町一般会計補正予算（第１号）の専決処分

の承認を求めることについて 
 

日程第１０ 報告第 １号 平成３０年度江差町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

日程第１１ 報告第 ２号 出資法人江差町土地開発公社に係る経営状況について 

   

日程第１２ 議案第 １号 江差町総合計画策定条例の制定について 

日程第１３ 議案第 ２号 江差町森林環境譲与税基金条例の制定について 

   

日程第１４ 議案第 ３号 投票管理者等の報酬及び費用弁償並びにその支給方法に関す

る条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第 ４号 江差町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例

について 
日程第１６ 議案第 ５号 江差町介護保険条例等の一部を改正する条例について 
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日程第１７ 議案第 ６号 江差町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第１８ 議案第 ７号 江差町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について 

日程第１９ 議案第 ８号 令和元年度江差町一般会計補正予算（第２号）について 
日程第２０ 議案第 ９号 江差町過疎地域自立促進市町村計画の変更について 
日程第２１ 議案第１０号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 
日程第２２ 議案第１１号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 
日程第２３ 議案第１２号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

日程第２４ 議案第１３号 工事請負契約の締結について 
日程第２５ 議案第１４号 工事請負契約の締結について 
日程第２６ 議案第１５号 財産の取得について 
日程第２７ 議案第１６号 財産の取得について    
日程第２８ 発議第 １号 日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書

の提出について 

日程第２９ 発議第 ２号 ２０１９年度北海道最低賃金改正等に関する意見書の提出に

ついて 
日程第３０ 発議第 ３号 ２０２０年度地方財政の充実・強化を求める意見書の提出に

ついて 
日程第３１ 発議第 ４号 「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保障、義

務教育費国庫負担制度堅持・負担率２分の１への復元、教職員

の超勤・多忙化解消・「３０人以下学級」の実現に向けた意見

書の提出について 
日程第３２ 発議第 ５号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出について 
日程第３３ 発議第 ６号 「労働者協同組合法案」の早期制定を求める意見書の提出に

ついて 
日程第３４ 発議第 ７号 信頼される政府統計を目指してさらなる統計改革を求める意

見書の提出について 

日程第３５ 発議第 ８号 児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書の提出につ

いて 
日程第３６ 発議第 ９号 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外

移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき

公正に解決するべきとする意見書の提出について     
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日程第３７ 発議第１０号 「国の責任による３５人以下学級の前進」を求める意見書の

提出について 
日程第３８ 発議第１１号 「給食費の無償化」を求める意見書の提出について 
日程第３９ 発議第１２号 「これからの高校づくりに関する指針」を見直し、機械的な

高校統廃合を行わないことを求める意見書の提出について  
日程第４０ 発議第１３号 特別支援学級の設置基準の策定、及び、特別支援学級の学級

編制標準の改善を求める意見書の提出について 
日程第４１ 発議第１４号 国連各委員会の「沖縄県民を先住民族と認めて保護するべ

き」との勧告の撤回を求める意見書の提出について 
日程第４２ 発議第１５号 高齢に伴う難聴者の補聴器購入に公的補助制度の創設を求め

る意見書の提出について 

日程第４３ 発議第１６号 子どもに係る国民健康保険均等割保険料の負担軽減策を求め

る意見書の提出について 
日程第４４ 発議第１７号 議員の派遣について    
◎ 出席議員（１１名） 

議  長  打 越 東亜夫 

議 員  薄 木 晴 午 
〃  飯 田 隆 一 
〃  室 井 正 行 
〃  萩 原   徹 

〃  小 梅 洋 子 
〃 
〃 

 塚 本  眞 

西 海 谷  望 

〃  若 山 明 廣 

〃  小 野 寺  真 

〃  小 林 く に こ  
◎ 欠席議員（１名） 

副 議 長  小 笠 原  淳 夫     
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◎ 出席説明者 
町 長  照 井  誉 之 介 

副 町 長  田 畑  明 

教 育 長  太 田  誠 

総 務 課 長  木 村  晃 

まちづく り推進課長  出 崎  雄 司 

財 政 課 長  斉 藤  敏 己 

税 務 課 長  安 田  克 臣 

町 民 福 祉 課 長  岸 田  礼 治 

健 康 推 進 課 長  白 鳥  智 子 

産 業 振 興 課 長  大 杉  則 明 

追 分 観 光 課 長  尾 山  徹 

建 設 水 道 課 長  岸 田  雄 冶 

高 齢 あ ん し ん 課 長  梅 川  年 代 

出 納 室 長  岸 田  真 由 美 

学 校 教 育 課 長  中 川  智 

社 会 教 育 課 長  大 坂  敏 文 

総 務 課 主 幹 

まちづくり推進課主幹 

 畑 竜 哉 

長 尾 恵 一  
（議会事務局） 
局 長    清 水  直 樹 
書 記    森    直 彦 
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開 会 １０：００ 

※ベルが鳴る 

 

（議長） 

おはようございます。 

 

（「おはようございます」の声） 

 

（議長） 

ただいまの出席議員は、１１名です。定足数に達しておりますので、会議は成立致し

ました。 

ただいまから、令和元年第２回江差町議会定例会を開会致します。 

 

（議長） 

本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

 

（議長） 

日程第１、会議録署名議員を指名致します。 

会議録署名議員は、会議規則第１２９条の規定により､３番、若山議員、６番、小梅議

員を指名致します。 

 

（議長） 

日程第２、会期の決定についてを議題と致します。  今定例会、会期及び議会運営については、所管の議会運営委員会に付託されておりま
すので、委員長の報告を求めます。 

 

「小野寺委員長」  はい。議長。 

 

（議長）  「小野寺委員長」。 

 

「小野寺委員長」（報告） 

おはようございます。  
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（「おはようございます」の声 ） 

 

「小野寺委員長」（報告） 

議会運営委員会からのご報告を申し上げます。 
当委員会は、５月２７日、６月４日の２日間、委員会を開催し、委員出席のもと理事者

の出席を求め、今定例会に提出される議案内容の説明を受けるとともに、日程及び運営に

ついて協議を致しました。 
今定例会には、承認４件、報告２件、条例制定が２件、条例改正が５件、補正予算が１

件、その他が８件、議員発議１７件、一般質問は５名の通告であります。詳細につきまし

ては、お手元に配布しております報告書のとおりでございます。 
以上の内容を踏まえまして、会期を本日１３日から１４日の２日間とし、一般質問につ

いては、これまでと同様に一問一答方式を採用して行うことと致しました。質問の回数は

再再質問まで、答弁を含め６０分の時間制と致します。質問、答弁については、一回目の

質問、答弁については演壇により行い、再質問以降は、議員は同じく演壇で、理事者は自

席で行うことと致します。また、理事者においては、議員からの質問に対して、議長の許

可を得て反問出来ることとし、それに要する時間は６０分の制限時間外とすることと致し

ます。 
また、一般質問や議案等の質疑で、感想や要望、お礼など、一般質問や質疑から外れる

発言は、厳に慎むようお願い致します。 
以上、議会運営委員会において協議した結果を報告致します。 

 

（議長） 

以上で、報告が終わりました｡  お諮りします。  今定例会の会期及び議会運営については、委員長の報告のとおり、したいと思います
が、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長）  異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から２日間とし、一般質問については、一問一答方式で行い、１

回目の質問は答弁については、演台により行い、再、再、再質問以降は、議員は同じく

演台で、理事者は自席で行うこととし、質問の回数は再再質問まで、答弁を含め６０分

の時間制を採用して行うこと。また理事者においては議員から質問に対し、議長の許可

を得て、反問出来ることとし、それに要する時間は６０分の制限時間外とすることに決
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定致しました。 

 

（議長） 

次に、議長からの諸般の報告を致します｡  報告内容は、お手元に配付のとおりでありますので、ご了承をお願い致します｡ 
 

（議長）  日程第３、所管の事務調査の報告について、平成３０年第４回定例会、発議第９号、子
育て支援に関する事務調査についてを議題と致します。 

本案については、所管の社会文教常任委員会に付託されておりますので、委員長の報告

を求めます。 

 

「小林委員長」 

議長。 

 

（議長） 

「小林委員長」。 

 

「小林委員長」（報告）  おはようございます。   

（「おはようございます」の声 ） 

 

「小林委員長」（報告） 

社会文教常任委員会委員会調査報告について、本委員会に付託の調査事件について、

会議規則第７８条の規定により、下記のとおり報告致します。 

１、調査事件。平成３０年代４回定例会、発議第９号、子育て支援に関する事務調査 

２、調査期日については、以下のとおりであります。 

３、調査の結果。子ども達は、次の世代を担う地域の宝である。人口減少社会の中に

おいて、子どもを産み育てる保護者に対して、江差町に住んで良かったと実感でき、子

ども達の笑顔があふれるまちづくりが重要と考える。そして、江差町に定住して頂く町

を目指すことは重要施策と考える。平成３２年度に第２期子ども子育て支援事業の策定

の時期を迎えることも踏まえ、本委員会では子育て支援に関する事務調査を立ち上げ

た。これらの調査結果について、次のとおり意見を付して提出する。 

意見。１、保育所の中には、築４７年を迎える老朽化施設があり、子育て環境として厳

しい状況となっており、改築を含めた総合的な保育所施設の運営の在り方を検討すべき
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である。 

２、保護者の断続的な就労・通院・冠婚葬祭等による一時的に子どもの保育が困難に

なった場合等の一時保育を検討すべきである。 

３、民間のボランティアサークルによる育児サークルは、保護者の交流や幼児の遊び

場として大きな役割を果たしているが、人手不足や育児スペース不足・遊具不足等の課

題を抱え、開催日数も限られており、町で運営している子育て支援センターと連携し

た、未就学の家庭保育をしている保護者と子どもの集える広場対策が必要である。 

４、学童保育に際して、町立学童保育所に新たな支援員、補助員を配置し、預かり時

間の延長を実施することは、保護者からの要望が強く、早期の実施を期待したい。しか

し、一部民間にて開設されている施設では、施設の老朽化が著しく、児童の保育環境に

支障をきたしており、早期の改善が求められる。 

５、全国的に児童虐待が問題となっている、現時点において、江差町においては、児

童虐待は確認されていないが、子ども虐待に対する声をすくい上げる機関として、一時

的には学校や医療機関であるが、それ以外の児童福祉関係機関にも通報できるような対

策を講じていく必要がある。 

６、民間の医療法人、医療法人内での病児病後保育サービスを実施している市もあ

り、子どものみならず、父母に対する就労支援にもなっている。江差町としても、今後

の検討課題としていく必要がある。 

以上であります。  続いて、調査事件、平成３１年代１回定例会発議第６号、北海道指定有形民俗文化財
横山家の現状の関する事務調査について、報告致します。  調査期日については、以下のとおりでございます。  調査の経緯と結果。北海道指定有形民俗文化材横山家横山敬三氏が逝去され、昨年５
月より横山家が休館の状態に、状態であるが江差町における重要な文化財であること、

また、江差町民からも早期の開館を求める意見も出されている。このことを受けて、本

委員会では、北海道指定有形民俗文化財横山家の現状に関する事務調査を立ち上げた。 

意見。１、教育委員会を中心に、横山家相続代表者である、横山弘氏と、横山家再開

に向けた協議が、電話対応も含め多数回に上り協議がされているにも関わらず、未だ合

意に至っていないことは、双方において課題の整理がなされていないと考える。  また、口頭での協議では難しい側面もあり、書面での協議を重ねることが望ましい。 

２、横山弘氏からは、横山家が今後は国指定の文化財として保存されるよう、町とし

ての方向性が示されることを最優先に希望されている。相続は完了していないが、歴史

的文化財としての重要性を鑑み、保護と活用の観点からも、これを未来に残すための町

としての考え方や、行政としてできる支援策を早急に検討し、これを明確に提示するこ

とが必要と考える。 

３、横山家の建物自体の老朽化がかなり進行している。特にハネダシ部分に傷みが大
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きく、早期の補修等の手立てをしなければ損壊する懸念がある。重要な歴史を今に伝え

る横山家の保護、保存をすることは最重点課題として、横山家相続権者と町における協

議の早期の進展を望むものである。 

以上で、ございます。 

 

（議長） 

以上で、委員長の報告が終わりましたので、質疑を許します。 

質疑希望ありませんか。 

 

（「なし」の声） 

 

（議長） 

質疑希望ありませんので、質疑を終結致します。 

お諮りします。 

本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありません

か。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

異議なしと認め、直ちに採決致します。 

子育て支援に関する事務調査について、委員長の報告のとおり、了承する、したいと

思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

異議なしと認めます。 

よって本案については、委員長報告のとおり、了承することに決しました。 

 

（議長） 

お諮りします。 

本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありません

か。 

 

（「異議なし」の声） 
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（議長） 

異議なしと認めます。直ちに採決致します。北海道指定有形民俗文化財横山家に、状

況に関する事務調査について、委員長の報告のとおり、了承することにしたいと思いま

すが、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

異議なしと認めます。よって本案については、委員長報告のとおり了承することに決し

ました。 

 

（議長） 

次に、平成２９年度、第３回定例会、発議第１０号、議会運営委員会に関する事務調査

についてを議題と致します。 

提案理由については、所管の議会運営委員会に付託しておりますので、委員長の報告を

求めます。 

 

「小野寺委員長」 

はい、議長。 

 

（議長） 

「小野寺委員長」。 

 

「小野寺委員長」（報告） 

議会運営委員会から、事務調査の報告を行います。 

本委員会に付託の調査事件について、会議規則第７８条の規定により、下記のとおり

報告致します。 

１、調査事件。平成２９年第３回定例会、発議第１０号、議会運営に関する事務調

査。  ２、調査期日。以下のとおりで、下記のとおりであります。  ３番、調査の目的と経緯、結果。江差町議会の議会運営に関して、これまで議会活性
化対策に関する特別委員会、平成１９年１２月発議での論議や議会運営委員会での論議

を逐次、進めてきており、この間、江差町議会独自のホームページの作成、本会議での

一般質問の一門一答方式、町民と議会との対話集会、平成２４年４月の開催など、行っ

てきました。江差町の高齢化、人口減少が急速に進む中で、これからの江差の町づくり



12 

 

に、これまで以上に議会での活発な論議や、議会、議員の調査活動が望まれてきてお

り、一方で議会、行政、町民が力を合せて、この行政課題に立ち向かって行くために

も、議会が町民にとっても魅力あるものにしていかなければならない。ということで

す。  で、今回の事務調査では、その観点から議員の論議を深める上で、全員協議会のあり
方はどうか。議員間の自由討議が必要ではないか。などの論議を進め。また、先進的に

これらに取り組んできた、福島町議会を視察し、福島町議会の議長等々と意見交換をし

て参りました。 

また、事務調査と並行して、定例議会後、毎に議会の進行上で、具体的事案につい

て、改善が必要ないかどうか、振り返り作業を行って参りました。議会運営に関するこ

と。議会活性化の問題は、議員全体に関することでもあるので、議員全員協議会の中

で、議会運営委員会の事務調査の途中経過を報告もし、論議も深めてきました。議員会

でも、議会運営委員会の事務調査の項目に沿った研修会を行い、講師からは、議会の活

性化に関する全般的な問題提起もあり、今後の議会運営に、議会議員の活動の在り方に

ついてもおおいに参考になったと思われます。なお、この研修会には、町の管理職の参

加もありました。議会運営委員会としては、以上の経過の論議から、下記意見をまとめ

ました。 

７月には、我々議員の改選があり、具体的な取り扱いについては、次期の議会と議会

運営委員会に、委ねることになるということになります。これらの、調査結果について

は、次のとおり意見を付して、提出致します。 

意見。１、員協議会のあり方について。他の自治体事例も参考にしながら、要項等を

策定し、より円滑で活発な全員協議会を進めるべきと考える。  その際、特定の重要課題に対する議員間の意見交換や自由討議のあり方など、検討す
べき課題である。 

２つ目。一般質問答弁事項の追跡調査・追跡質問・議会報告について。この、一般質

問答弁事項の追跡調査や追跡質問、議会報告会については、議員会の議員研修会におい

ても、有効性は議員間で認識は一致したと思う。引き続き、検討課題と考える。 

３つ目。具体的事例検討から。 

①陳情書の取り扱いについて。会議規則以外に、取り扱いについて要項等がない。議

会に提出された陳情書で特に行政に対する具体的な要望等については、要綱等の策定が

望まれる。  ②連合審査会について。江差町の議会では、初めてと思われる連合審査会がこの間、
検討されてきたが、まちづくりに関して２つの常任委員会に関わる事例が、これからも

想定され、要綱等の整備が望まれる。  以上で、あります。 
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（議長） 

以上で、委員長の報告が終わりましたので、質疑を許します。 

質疑希望ありませんか。 

 

（「なし」の声） 

 

（議長） 

質疑希望ありませんので、質疑を終結致します。 

お諮りします。 

本案については討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありません

か。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

異議なしと認め、直ちに採決致します。 

議会運営委員会に関する事務調査について、委員長の報告のとおり了承することとし

たいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

異議なしと認めます。 

よって本案については、委員長報告のとおり、了承することに決しました。 

 

（議長） 

日程第４、閉会中の継続調査の申し出について議題と致します。 

各常任委員会から特別委員会から、議会規則第７６条の規定に基づき、お手元に配布

のとおり、継続調査の申し出がありました。 

各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査としたいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

（議長） 

異議なしと認めます。 
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よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定致しま

した。 


